
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年度医療介護総合確保促進法

に基づく県計画 

 

 

 

 

 
平成２６年１０月 

鹿児島県 
 
 

（令和５年３月変更）  



1 

 

１．計画の基本的事項 

(1) 計画の基本的な考え方 

平成 22 年の国勢調査による本県の総人口は，1,706,242 人で，65 歳以上人口割合は 

26.5%となっており，全国に先行して高齢化が進行している。また，特に後期高齢者割合

（14.9％）が高く，一般世帯に占める高齢単身世帯・高齢夫婦世帯割合（27.2％）は全国

平均を大きく上回っている。 

将来推計をみると，本県の総人口は平成 37年（2025年）には 1,521,991人となり，平

成 22年より 184千人減少するとみられ，65歳以上人口割合は 34.4%と高齢化は今後も全

国を上回る高い水準で推移し，死亡者数も 1,500人程度増加することが推計される。平成

23年度に実施した「県民保健医療意識調査」によると，約半数の県民が住み慣れた自宅等

で最期を迎えたいと望んでいるが，本県の自宅死亡割合は 9.1％（平成 22年）と低く，在

宅での医療を支える体制を確保する必要がある。 

本県の医療提供体制は，平成 24年 10月 1日現在で病院について全国と比較すると，人

口 10万人当たりの施設数は 15.4施設と全国平均 6.7を大きく上回っている。 

人口 10 万人当たり医師数（平成 24 年）については，県平均が 250.1 人と全国平均を

12.3人上回っている。 

しかし，二次医療圏毎にみると，鹿児島医療圏を除き，いずれも全国平均を下回ってお

り，最大の鹿児島医療圏と最小の曽於医療圏では 3.5倍の格差があり，特に産科医数（平

成 24 年）は全国平均を下回り，圏域別でも 9.2 倍の格差が生じるなど，医療施設や診療

科，医療従事者が鹿児島市に集中し，地域の格差や離島・へき地における医療提供体制の

確保が課題となっている。 

今後，支援の必要な後期高齢者や一人暮らし高齢者等の増加がさらに見込まれることな

どから，高齢者等や地域のニーズに対応した医療・介護サービスの提供体制の充実や，在

宅医療の推進，医師をはじめ医療従事者等の確保や資質向上，医科歯科連携の促進など，

県民の誰もが，どの地域に住んでいても適切な医療・介護が受けられる社会づくりを進め，

地域における総合的な医療と介護の確保を図るため，計画に基づき事業を実施することと

する。 

 

(2) 都道府県医療介護総合確保区域の設定 

本県における医療介護総合確保区域については，鹿児島（鹿児島市，日置市，いちき串

木野市，鹿児島郡），南薩（枕崎市，指宿市，南さつま市，南九州市），川薩（薩摩川内市，

薩摩郡），出水（阿久根市，出水市，出水郡），姶良・伊佐（霧島市，伊佐市，姶良市，姶

良郡），曽於（曽於市，志布志市，曽於郡），肝属（鹿屋市，垂水市，肝属郡），熊毛（西之

表市，熊毛郡），奄美（奄美市，大島郡）の９地域とする。 

☑２次医療圏及び高齢者保健福祉圏域と同じ 
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鹿児島県二次保健医療圏（医療介護総合確保区域） 

長島町

出水市

阿久根市

薩摩川内市

さつま町

薩摩川内市
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鹿児島市
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伊佐市

湧水町
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(3) 計画の目標の設定等 

■鹿児島県全体 

① 鹿児島県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

     鹿児島県においては，医師の総数は増加しているが，地域や診療科ごとに医師の偏在

が見られ，地域の拠点病院等においても医師不足が深刻化している。また，歯科医師，

薬剤師，看護職員等の医療従事者や病院，診療所，薬局など医療施設は鹿児島地域に集

中している状況にある。 

     今後，医療従事者の確保や資質の向上，養成施設における教育の充実等を図るととも

に，地域の実情に応じた在宅医療の提供・連携体制の整備を推進して，以下に記載する

医療介護総合確保区域の課題を解決し，安全で質の高い医療の確保や地域包括ケア体制

の整備充実を図ることを目標とする。 

 

       ・医師数 

      ４,１３５人（平成２２年）→４,４６１人（平成２９年） 

       ・看護職員養成施設の卒業者の県内就業率 

４９.９％（平成２３年度）→６０.０％（平成２９年度） 

       ・在宅医療を実施している医療機関の割合 

     ３３.７％（平成２３年度）→５０.０％（平成２９年度） 

       ・訪問看護ステーション利用実人員（高齢者人口千対） 

     ７.２人（平成２２年）→１１.４人（平成２９年） 

    ※上記数値目標は鹿児島県保健医療計画（平成２５年３月策定）と共通  

 

■鹿児島地域 

① 鹿児島地域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

    鹿児島市では，人口１０万人当たりの一般病院，一般診療所，歯科診療所数が全国平均

を上回り，病床数は県内合計病床の３７％を占めている。 

    人口１０万人当たりの医療従事者数（医師，歯科医師，薬剤師）は全国平均を上回って

おり，鹿児島市内の医療施設で従事している医師・歯科医師は，ともに県全体の５０％を

超えている。 

    しかし，日置地区・鹿児島郡では，医療従事者数は全国平均を下回り，在宅医療を実施

している医療機関の割合は県平均を下回っている。また，１２カ所ある在宅療養支援診療

所のうち，９カ所は医師一人の小規模な診療所で，２４時間対応，急変時の対応等を行う

ための連携体制の構築が求められる。訪問歯科診療は実施が少なく，在宅療養者の歯科受

療率の向上が課題となっている。 

    また，三島村・十島村は，医療・介護サービス等在宅での療養支援体制が限られている

ため，退院後，患者が希望すれば在宅療養ができるような体制整備に努める必要がある。 

    鹿児島地域においては，これらの課題を解決するため県の医療と介護の総合的な確保に

関する目標の実現に向けて精力的に取り組む。 
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② 計画期間 

平成２６年度～令和７年度 

 

■南薩地域 

① 南薩地域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

人口１０万人当たりの一般病院数，一般診療所数は全国平均を上回っているが，医療従

事者数は全国平均を下回っている。また，看護職員数は，全国平均を大きく上回っている

が，准看護師の占める割合が県内で最も高くなっている。 

平成２３年の全病床における平均在院日数は，指宿保健所管内で７４．７日，加世田保

健所管内で７４．９日と県の４６．７日，全国の３２．０日と比較して１．５～２倍程度

長くなっている。 

県内で最も高齢化率が高い地域となっており，南薩地域においてはこれらの課題を解決

するため県の医療と介護の総合的な確保に関する目標の実現に向けて精力的に取り組む。 

 

② 計画期間      

平成２６年度～令和７年度 
 

■川薩地域 

① 川薩地域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

人口１０万人当たりの一般病院数と一般診療所数は全国平均を上回っているが，医療従

事者数は全国平均を下回っている。特に，分娩件数が多い地区であるにもかかわらず助産

師数が少なく，分娩取扱機関に勤務する助産師一人あたりの分娩件数は７０件と，県平均

３８件を大きく上回っている状況にある。 

人口１０万人当たりの在宅療養支援診療所数や２４時間体制をとっている訪問指導看

護ステーションの従業者数は，県平均を上回っているが，在宅医療の推進に当たって，必

要な専門的知識・技術を習得するための研修等による人材育成が必要であり，川薩地域に

おいてはこれらの課題を解決するため県の医療と介護の総合的な確保に関する目標の実

現に向けて精力的に取り組む。 

 

② 計画期間      

平成２６年度～令和７年度 
 

■出水地域 

① 出水地域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

    人口１０万人当たりの医療施設数と医療従事者数は，ともに全国平均を下回っている。

特に，分娩件数が多い地区であるにもかかわらず助産師数が少なく，分娩取扱機関に勤務

する助産師一人あたりの分娩件数は８０件と，圏域別で最も多い件数となっている。また，

リハビリテーションが実施可能な医療機関数は県内で最も少ない。 

    人口１０万人当たりの在宅療養支援病院数・診療所数は，県平均を上回っているが，２

４時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数（人口 10 万対）は県内で最も

少なく，また，在宅看取りを実施している病院・診療所はない。 
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    出水地域においては，これらの課題を解決するため県の医療と介護の総合的な確保に関

する目標の実現に向けて精力的に取り組む。 

 

② 計画期間      

平成２６年度～令和７年度 
 

■姶良・伊佐地域 

① 姶良・伊佐地域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

    人口１０万人当たりの医療施設数は歯科診療所を除き，全国平均を上回っているが，医

療従事者数は全国平均を下回っている。 

    在宅訪問診療の実施率は県平均を上回っているが，医師不在時の代替医師の確保や緊急

時の受け入れ病院の確保等が課題となっており，また，訪問看護ステーションは，ほとん

どが２４ 時間体制で運営し，緊急時や日祝日における体制も整っているが，スタッフの

確保や緊急時の医師との連携が課題となっている。 

    姶良・伊佐地域においては，これらの課題を解決するため県の医療と介護の総合的な確

保に関する目標の実現に向けて精力的に取り組む。 

 

② 計画期間      

平成２６年度～令和７年度 
 

■曽於地域 

① 曽於地域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

    人口１０万人当たりの医療施設数は一般病院数は全国平均を上回っているが，一般診療

所数・歯科診療所数はともに全国平均を下回っている。 

    人口１０万人当たりの医療従事者数も全国平均を下回っており，医師数は県内で最も少

なく，特に大崎町は５６．３人と顕著である。また，小児科・産科・麻酔科の医師数は県

平均を大きく下回っており，人口１０万人当たり看護職員数も県内で最も少なく，助産師，

看護師は全国平均を下回っている。特に産科医が圏域に一人であり，地域での分娩件数が

０となっている。 

    地域外に入院している患者の率（依存度）は県内で最も高くなっており，県内で唯一，

地域がん診療連携拠点病院及び県がん診療指定病院の指定を受けている医療機関がなく，

また，人口１０万人当たりの在宅療養支援診療所数が県内で最も低くなっている。 

    曽於地域においては，これらの課題を解決するため県の医療と介護の総合的な確保に関

する目標の実現に向けて精力的に取り組む。 

 

② 計画期間     

平成２６年度～令和７年度 
 

■肝属地域 

① 肝属地域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
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    人口１０万人当たりの医療施設数は，歯科診療所を除き，全国を上回っているが，医療

従事者数は全国平均を下回り，特に東串良町，南大隅町，肝付町は医師数が１００人未満

となっている。また，小児科，整形外科，脳神経外科，産婦人科，麻酔科の医師は鹿屋市

内に集中しており，地域格差がみられるほか，在宅医療・訪問看護の届出が低い。 

    県内市町村別の高齢化率上位１０市町村に，南大隅町の１位をはじめとして４市町が入

るなど急速な高齢化を迎えており，肝属地域においてはこれらの課題を解決するため県の

医療と介護の総合的な確保に関する目標の実現に向けて精力的に取り組む。 

 

② 計画期間     

平成２６年度～令和７年度 
 

■熊毛地域 

① 熊毛地域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

    人口１０万人当たりの医療施設数は，一般病院を除き，全国平均を下回っている。 

    人口１０万人当たりの医療従事者数も全国平均を下回り，看護職員数は，助産師，看護

師が全国平均を下回って，県平均の半分程度と極端に低くなっている。 

    人口１０万人当たり在宅療養支援病院数・在宅療養支援診療所数は全国平均を上回って

いるが，屋久島の在宅療養支援病院数１か所，在宅療養支援診療所４か所に対し，種子島

は在宅療養支援診療所が１か所のみとなっている。訪問看護ステーションは種子島に１か

所しかなく，在宅療養支援歯科診療所は１カ所もない。また，地域外に入院している患者

の率（依存度）は県内で２番目に高くなっている。 

    熊毛地域においては，これらの課題を解決するため県の医療と介護の総合的な確保に関

する目標の実現に向けて精力的に取り組む。 

 

② 計画期間     

平成２６年度～令和７年度 
 

■奄美地域 

① 奄美地域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

    人口１０万人当たりの医療施設数は，歯科診療所を除き，全国平均を上回っているが，

医療従事者数は全国平均を下回っており，医師は奄美市と徳之島町に集中するなど地域的

偏在が見られる。また，加計呂麻島や与路島，請島，喜界島，与論島では分娩を取り扱う

医療機関がなく，島外において出産せざるを得ない状況である。 

    人口１０万人当たりの在宅療養支援病院数・診療所数は県平均を上回っているが，在宅

医療・訪問看護の届出は低くなっている。 

    奄美地域においては，これらの課題を解決するため県の医療と介護の総合的な確保に関

する目標の実現に向けて精力的に取り組む。 

 

② 計画期間 

平成２６年度～令和７年度 
  



7 

 

(4) 圏域別人口動態等主要指標の状況 -鹿児島県保健医療計画（H25.3）より- 

＊１ 健康寿命：日常生活動作が自立している期間の平均 

         介護保険の情報（平成 22 年）を用いて算出した健康寿命 

＊２  早 世 率：平成 17 年から 21 年までの死亡数及び平成 22 年国勢調査の人口を 

        用いて，65 歳以上の生存率を算出。 

全員生存する場合は０，全員死亡する場合は１となる。 

        早世率＝１－（65 歳における生存数／10 万） 

鹿 児 島 南 薩 川 薩 出 水 姶 良 ・ 伊 佐 曽 於 肝 属 熊 毛 奄 美 県

総 人 口 (人 ) 688,887 145,803 123,698 89,880 243,195 86,470 164,082 45,454 118,773 1,706,242

1 5歳 未 満 (〃 ) 95,051 17,091 17,230 12,216 34,586 10,608 22,422 6,411 17,764 233,379

1 5～ 6 4歳 (〃 ) 436,866 80,019 70,767 50,770 145,368 47,620 93,278 25,096 66,366 1,016,150

6 5歳 以 上 (〃 ) 151,655 48,650 35,420 26,851 62,371 28,169 48,021 13,942 34,613 449,692

1 5歳 未 満 (％ ) 13.8 11.7 13.9 13.6 14.2 12.3 13.7 14.1 15.0 13.7

1 5～ 6 4歳 (％ ) 63.4 54.9 57.2 56.5 59.8 55.1 56.8 55.2 55.9 59.6

6 5歳 以 上 (％ ) 22.0 33.4 28.6 29.9 25.6 32.6 29.3 30.7 29.1 26.4

(％ ) 11.1 19.1 15.5 16.0 13.7 18.5 15.9 17.1 16.5 14.1

(％ ) 10.8 16.5 14.2 15.3 13.5 17.5 15.2 15.6 12.4 13.1

人 6,447 1,024 1,098 714 2,283 649 1,530 406 973 15,124

(‰ ) 9.5 7.1 8.9 8.0 9.4 7.5 9.4 9.0 8.2 9.0

合 計 特 殊 出 生 率 1.46 1.67 1.81 1.75 1.73 1.81 1.91 2.24 1.98 1.62

(人 ) 6,306 2,349 1,572 1,263 2,906 1,357 2,217 588 1,736 20,294

(‰ ) 9.3 16.2 12.8 14.1 12.0 15.7 13.6 13.0 14.7 12.0

(人 ) 981 218 199 164 362 161 262 67 264 2,678

(％ ) 14.7 9.0 11.0 13.1 12.7 11.8 11.5 10.5 14.8 12.7

(人 ) 186 28 37 24 59 19 54 9 33 449

(‰ ) 28.0 26.6 32.6 32.5 25.2 28.4 34.1 21.7 32.8 28.8

悪 性 新 生 物 (人 ) 1,834 584 429 354 745 365 573 142 410 5,436

心 疾 患 (人 ) 983 342 232 192 458 239 336 95 246 3,123

脳 血 管 疾 患 (人 ) 707 331 186 148 376 149 286 67 176 2,426

そ の 他 (人 ) 2,782 1,092 725 569 1,327 604 1,022 284 904 9,309

悪 性 新 生 物 (％ ) 29.1 24.9 27.3 28.0 25.6 26.9 25.8 24.1 23.6 26.8

心 疾 患 (％ ) 15.6 14.6 14.8 15.2 15.8 17.6 15.2 16.2 14.2 15.4

脳 血 管 疾 患 (％ ) 11.2 14.1 11.8 11.7 12.9 11.0 12.9 11.4 10.1 12.0

そ の 他 (％ ) 44.1 46.5 46.1 45.1 45.7 44.5 46.1 48.3 52.1 45.9

(千 円 ) 1,130 1,086 1,001 937 1,064 893 927 831 873 1,025

(千 円 ) 369 412 404 391 376 344 338 304 281 362

健 康 寿 命  *1（ 男 ） (歳 ) 78.5 77.1 77.9 76.9 78.4 76.8 77.4 77.4 75.7 77.8

　 　  　 　 　 （ 女 ） (歳 ) 83.4 82.8 82.6 82.8 83.7 82.0 82.8 83.5 82.7 83.1

早 世 率  *2  （ 男 ） 0.10 0.13 0.11 0.10 0.11 0.13 0.11 0.13 0.17 0.11

　      　 　 （ 女 ） 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.07 0.05

Ｑ Ｏ Ｌ      （ 男 ） 35.6 33.8 35.6 34.0 36.2 33.6 35.5 34.5 35.6 35.2

　      　 　 （ 女 ） 35.4 34.9 33.4 33.8 35.9 35.2 34.7 34.2 35.5 35.1

項 目

人
口
動
態
等

高 齢 単 身 世 帯

高 齢 夫 婦 世 帯

死
因

別

死

亡
数

死

因
別

死
亡

割

合

医

療

費

一 人 当 た り 後 期

高 齢 医 療 費

一 人 当 た り
国 保 医 療 費

人
口

構

成

出 生 数 ･率

死 亡 数 ･率

死 産 数 ･率

65歳 未 満

死 亡 数 ･割 合
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鹿児島県保健医療計画（H25.3）における各圏域の現状 
 
（医療施設数） 

 

＜概要＞ 
○ 鹿児島保健医療圏は，鹿児島市で一般病院，一般診療所，歯科診療所数が全国平均（以下「全国」という。）を上回

り，病床数は人口比では県平均程度となっているが，県内合計病床の３７％を占めている。また，日置地区・鹿児島郡

でも，一般病院と一般診療所は全国を上回っている。 
○ 南薩保健医療圏は，一般病院数と一般診療所数が全国を上回っており，病床数が最も多い。また，高齢化率が最も高

い。 
○ 出水保健医療圏は，全国を下回っている。 

 
（医療従事者数） 

面積
（㎢）

総人口
（人）

65歳以上
人口（人）

一般
病院数

一般
診療所

数

歯科
診療所

数
病床数 薬局

鹿児島 1,044.9 688,887 151,665 22 % 14.5 87.0 57.8 2,469.9 48.8

南薩 865.1 145,803 48,650 33 % 18.5 81.6 48.0 3,243.4 50.8

川薩 987.0 123,698 35,420 29 % 12.9 104.3 41.2 2,079.3 61.8

出水 580.6 89,880 26,851 30 % 5.6 75.7 34.5 1,930.4 61.7

姶良・
 伊佐

1,371.7 243,195 62,685 26 % 12.7 78.5 41.9 2,608.2 47.0

曽於 781.2 86,470 28,169 33 % 9.3 65.9 33.5 1,508.0 38.6

肝属 1,323.0 164,082 48,021 29 % 13.4 78.6 42.7 2,422.6 52.8

熊毛 995.0 45,454 13,942 31 % 8.8 48.4 33.0 1,592.8 31.1

奄美 1,240.4 118,773 34,613 29 % 11.8 80.0 38.7 2,525.8 38.3

県 9,188.8 1,706,242 449,692 26 % 13.4 82.9 47.8 2,436.5 49.0

全国 377,950.1 128,057,352 29,245,685 23 % 5.9 77.9 53.3 1,340.0 42.9

（注）　総人口及び65歳以上人口は平成22年国勢調査による。

　　　　医療施設の数は，人口10万人当たりの施設数である。

圏域名

概要 医療施設

高齢化率
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＜概要＞ 
○ 鹿児島保健医療圏は，全ての職種で全国を上回っているが，日置地区・鹿児島郡は，医師等は全国を下回り，看護職

員は助産師を除き全国を上回っている。 
○ 曽於保健医療圏は，医師等は全国を下回り，医師数は県内で最も少なく，特に大崎町は少なく，５６．３人となって

いる。また，看護職員も県内で最も少ない。 
○ 肝属保健医療圏は，医師等は全国を下回り，また，小児科，整形外科，脳神経外科，産婦人科，麻酔科の医師は鹿屋

市内に集中しており，地域格差がみられる。看護職員は，助産師を除き，全国を上回っている。 
○ 熊毛保健医療圏は，医師等は全国を下回り，看護職員は，助産師，看護師が全国を下回っており，県平均の約半分と

極端に低くなっている。 
○ 奄美保健医療圏は，医師等は全国を下回り，また，医師は奄美市と徳之島町に集中し，地域的偏在が見られる。加計

呂麻島や請島，喜界島，与論町では分娩を取り扱う医療機関がなく，島外において出産せざるを得ない状況である。一

方で，看護職員は全国を上回っている。 
（在宅医療） 
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＜概要＞ 
○ 鹿児島保健医療圏は，概ね県平均（以下「県」という。）と同程度か，下回っている。日置地区・鹿児島郡は，在宅療

養支援診療所は，１２カ所のうち９カ所が医師が一人の小規模診療所で，２４時間対応，急変時の対応など連携体制の

構築が求められる。 
○ 出水保健医療圏は，２４時間体制の訪問看護ステーションの従業者数が県内で最も少ない。 
○ 姶良・伊佐保健医療圏は，概ね県と同程度か県を下回っており，また，訪問看護ステーションは，ほとんどが２４ 時

間体制で運営し，緊急時や日祝日における体制も整っている。 
○ 曽於保健医療圏は，在宅療養支援診療所数が県内で最も低く，在宅患者訪問診療の実施率も低い水準になっている。 
○ 熊毛保健医療圏は，在宅療養支援診療所は屋久島の４か所に対し，種子島は１か所で，種子島の在宅医療を担う施設

の充実が課題である。また，在宅療養支援歯科診療所は１カ所もない。種子島に１か所ある訪問看護ステーションも 24

時間体制をとっていない。 
○ 奄美保健医療圏は，在宅患者訪問診療の実施率は概ね県平均と同じで在宅療養支援診療所数は県を上回っている。ま

た，在宅療養支援歯科診療所は１カ所もない。 
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基準病床数 -鹿児島県保健医療計画（H25.3）より- 

 

基準病床数は，医療法第 30 条の４第２項第 11 号の規定に基づき定めるもので，医療法施行規則第 30

条の 30 の規定により，療養病床及び一般病床は二次保健医療圏ごとに，精神病床，結核病床及び感染症

病床は，県全域において，次のとおりとなっている。 

 

基準病床数                                             （単位：床） 

 

 

病床種別 

 

 

圏 域 名 

 

 

基準病床数 

 

 

既存病床数 

 

 

うち療養病床数 

 

 

 

療養病床 

及 び 

一般病床 

 

 

 

 

鹿児島保健医療圏 8,783  11,043 3,863 

南薩保健医療 圏  1,254  2,589 1,303 

川薩保健医療 圏  811  1,626 670 

出水保健医療 圏  730  1,016 426 

姶良・伊佐保健医療圏 2,325  3,458 1,712 

曽於保健医療 圏  402  983 600 

肝属保健医療 圏  1,520  2,083 737 

熊毛保健医療 圏  186  478 30 

奄美保健医療 圏  758  1,770 650 

計 16,769  25,046 9,991 

精神病床 県 全 域 8,683  9,812  

結核病床 県 全 域 183  181  

感染症病床 県 全 域 44  44  

（注）既存病床数は，平成 25年１月１日現在 
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(5) 県全体の現状分析のまとめ -鹿児島県保健医療計画（H25.3）より- 

 

 

 ○ 本県総人口は，平成 17年から減少傾向にあり，平成 37年には約 153万人と推計さ

れる。 

 

 ○ 高齢者のいる世帯は，約 29 万世帯であり，このうち，高齢者単身世帯が約 10 万世

帯を占めている。 

 

 ○ 平均寿命は，男女とも年々延びているが，全国を下回っている。 

   本県男性：79.21 歳（全国：79.59 歳） 

     本県女性：86.28 歳（全国：86.35 歳） 

 

 ○ 健康寿命（日常生活に制限のない期間の平均）は，男女とも全国を上回っている。 

   本県男性：71.14 歳（全国：70.42 歳） 

     本県女性：74.51 歳（全国：73.62 歳） 

 

 ○ 本県の３大死因は，悪性新生物，心疾患，脳血管疾患で全死亡の 52.9％を占めて

いる。 

 

 ○ 年齢調整死亡率を死因別でみると，全国より高く，かつ増加傾向にある疾患は，男

性では心疾患のうち急性心筋梗塞，自殺，女性では不慮の事故，心疾患のうち急性心

筋梗塞となっている。 

 

 ○ 標準化死亡比をみると，全国より高い死因は，男女とも心疾患のうち急性心筋梗塞，

脳血管疾患，肺炎，腎不全，自殺などとなっている。 

 

 ○ 標準化受療比（入院）をみると，平成 14 年・23 年ともに全国より総じて高い状態

であるが，特に高い傷病は，統合失調症等，気分障害などである。 

 

 ○ 標準化受療比（外来）でみると，平成 14 年・23 年ともに全国より高い傷病は脳血

管疾患，感染症及び寄生虫症，筋骨格系の疾患などで，平成１４年には全国より低く，

平成 23 年に全国より高くなっている傷病は，統合失調症等，妊娠分娩及び産じょく，

骨折などである。 

 

 ○ メタボリックシンドローム該当者・予備群は，男性の割合が女性に比してかなり大

きいが，女性は全国をより大きく上回っている。 

 

 ○ 糖尿病有症者等の割合は，男女ともに増加傾向にあり，男性は全国を下回っている

が，女性は全国を上回っている。 
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２．事業の評価方法 

 (1) 関係者からの意見聴取の方法 

平成２６年４月 ４日 県医師会，県歯科医師会，県薬剤師会，県看護協会（以

下，団体等）に概要説明・検討依頼 

平成２６年４月 ４日 主な公的医療機関へ概要送付・検討依頼 

平成２６年４月１１日 県歯科医師会，県看護協会からヒアリング 

平成２６年４月１４日 県医師会からヒアリング 

平成２６年４月１７日 県医師会からヒアリング 

平成２６年４月１８日 市町村介護保険部局担当者会議にて概要説明・検討依頼 

平成２６年５月 ２日 市町村へ事業案募集通知 

平成２６年５月１２日 団体等及び公的医療機関等へ事業計画検討依頼 

平成２６年５月２９日～６月 ６日 団体等ヒアリング（事業計画書について） 

平成２６年６月２５日～７月１１日 団体等説明（事業計画書に係る今後の進め

方） 

平成２６年７月１６日 県医師会説明（今後の進め方資料送付） 

平成２６年８月 ５日 関係団体との打合せ 

平成２６年８月 ７日～関係団体と事業担当課において個別検討 

平成２６年９月１８日 県医師会説明（県計画について） 

平成２６年９月１９日 県地域医療対策協議会において関係者等から意見聴取 

平成２７年６月１０日 県地域医療対策協議会において関係者等から計画変更案に

係る意見聴取 

平成２８年８月２３日 県地域医療対策協議会において関係者等から計画変更案に

係る意見聴取 

平成２９年８月 １日 県地域医療対策協議会において関係者等から計画変更案に

係る意見聴取 

平成３０年７月２３日 県地域医療対策協議会において関係者等から計画変更案に

係る意見聴取 

    令和元年７月23日 県地域医療対策協議会において関係団体等から意見聴取 

    令和元年７月30日 県看護協会から意見聴取 

    令和元年８月５日 県保険者協議会から意見聴取 

    令和元年８月20日 県歯科医師会から意見聴取 

    令和２年８月５日 県地域医療対策協議会において関係団体等から意見聴取 

    令和２年８月19日 県看護協会から意見聴取 

    令和２年９月１日 県保険者協議会から意見聴取 

    令和２年９月３日 県歯科医師会から意見聴取 

令和３年８月19日 県地域医療対策協議会（書面開催）にて関係団体等から意見聴   

         取 

 令和３年９月８日 県看護協会から意見聴取 

令和３年９月８日 県保険者協議会から意見聴取 
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令和３年９月 10日 県歯科医師会から意見聴取 

    令和４年８月26日 県地域医療対策協議会にて関係団体等から意見聴取 

   令和４年９月５日 県歯科医師会から意見聴取 

令和４年９月12日 県保険者協議会から意見聴取 

 

 

 (2) 事後評価の方法 

計画の事後評価に当たっては，県地域医療対策協議会，あるいは新たに設置する委員会

等において，地域の関係者等の意見を聞きながら評価を行い，必要に応じて見直しを行う

ことにより，計画を推進していくこととする。 
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３．計画に基づき実施する事業            ① 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 患者口腔管理推進事業 【総事業費】 

596 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

南薩，曽於，肝属 

事業の実施

主体 

鹿児島県（県民健康プラザ鹿屋医療センター，県立薩南病院） 

 

事業の目標 地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等となっている県立病院に

おいて，歯科衛生士の派遣を受け，がん患者等に対する口腔ケア等を実

施することにより，患者の口腔機能の維持・改善や全身状態の向上，誤

嚥性肺炎の予防等を図る。 

 

事業の期間 平成２７年１月１日～令和２年３月３１日 

事業の内容 がん患者等に対する口腔ケア等を以下のとおり実施する。 

１ 入院・外来患者への口腔ケアの実施 

地域の歯科医師会等から歯科衛生士の派遣を受け，脳卒中やがん等

の入院・外来患者に対して，本人の了解を得た上で，週１回程度の口腔

ケアを実施する。 

 

２ 退院時支援の実施 

退院時の口腔ケアの指導や歯科診療所の紹介等を行う。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 596 (千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 193 

(千円) 基金 国 193(千円) 

都道

府県 

97(千円) 民  (千円) 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

 (千円) 

その他 306 (千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：42(千円) 

令和元年度：248(千円) 
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３．計画に基づき実施する事業            ② 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 在宅復帰支援施設整備事業 【総事業費】 

21,913 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

鹿児島，南薩，川薩，出水，姶良・伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美 

 

事業の実施

主体 

鹿児島県（県立北薩病院） 

事業の目標 急性期後や回復期の入院患者の在宅復帰支援に必要なリハビリテーシ

ョン施設等を整備（改修）することにより，入院患者の早期退院，在宅復

帰の促進を図る。 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２８年３月３１日 

事業の内容 県立北薩病院において，急性期後や回復期の入院患者の在宅復帰支援

に必要なリハビリテーション施設等を以下のとおり整備（改修）する。 

１ リハビリテーション機能充実のため，機能訓練室及び言語聴覚療法室を整備する。 

２ 関係機関等との連携を推進し，退院時の支援や在宅への移行を円滑に行うため，地

域医療連携室を拡充する。 

３ 在宅復帰支援や在宅患者の増悪時の受入のため，介助浴室を整備する。 

４ 在宅での介助訓練等に資するため，病棟の和式トイレを洋式トイレに改修する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 21,913(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 7,205 

(千円) 

基金 国 7,295(千円) 民 (千円) 

都道

府県 

3,648(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

(千円) 

その他 10,970(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：10,943 (千円) 
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３．計画に基づき実施する事業            ③ 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 がん医療等連携体制構築設備整備事業 【総事業費】 

124,436千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

曽於 

事業の実施

主体 

曽於医師会立病院 

 

事業の目標 医療資源が乏しく地域がん診療連携拠点病院及び県がん診療指定病院

のいずれも未整備であり，県内の医療圏のうち１０万人当たり医師数が

最も少ない医療過疎地といえる当圏域において，がん診療連携拠点病院

等との連携体制を構築し，がん患者等が住み慣れた地域で治療や検査を

受けられるようにする。 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２７年３月３１日 

 

事業の内容 

 

地域医療支援病院として紹介患者に対する医療提供や，医療機器等の

共同利用の実施等により地域医療の確保に寄与するため，必要な医療設

備（MRI）の整備を行う。 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費     124,436(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公 (千円) 

基金 国 41,322(千円) 

都道

府県 

20,661(千円) 民 41,322 

 (千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

(千円) 

その他 62,453(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：61,983(千円) 
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３．計画に基づき実施する事業            ④ 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 かかりつけ医普及啓発事業 

 

【総事業費】 

15,154 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

鹿児島，南薩，川薩，出水，姶良・伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美 

 

事業の実施

主体 

鹿児島県から鹿児島県医師会へ委託（H26～H28） 

鹿児島県医師会（H29～） 

事業の目標 かかりつけ医の認定制度を導入することで，医師の生涯教育研修の受

講，地域保健活動の推進が図られると同時に，認定が付加価値となり，

地域包括ケアシステム構築に当たってのゲートキーパーとして，医療機

能の分化を促進する。（かかりつけ医認定者数：H29年度 878人→R２年

度：1,000人） 

事業の期間 平成２７年１月１日～令和２年３月３１日 

事業の内容 地域包括ケアシステムにおいて重要な役割を担う「かかりつけ医」に

ついて，県医師会において独自の認定制度を創設，スタートするととも

に，県民に対しかかりつけ医の医療的・社会的役割などその重要性・必

要性について普及・啓発する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 15,154 (千円) 

 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 (千円) 

基金 国 10,037(千円) 

都道

府県 

5,018(千円) 民 10,037 

(千円) 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

10,037 

(千円) 

その他 99(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：6,250(千円) 

平成 27 年度：4,791(千円) 

平成 28 年度：3,919(千円) 

令和元年度：95(千円) 
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３．計画に基づき実施する事業            ⑤ 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 医療・介護ネットワークモデル検討・整備事業 

 

【総事業費】 

88,020 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

鹿児島，南薩，川薩，出水，姶良・伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美 

 

事業の実施

主体 

鹿児島県（鹿児島県医師会へ委託），郡市医師会等（補助） 

事業の目標 県内各地域のネットワークの整備状況を把握・分析し，課題を抽出し

た上で，医療と介護の共有すべき情報項目の標準化，ICT を活用したネ

ットワークシステムに係る標準規格を策定する。〔H26,27〕 

 また，地域の実情に応じたネットワークの構築やネットワーク構築に

必要な電子カルテシステムの整備を促進する。〔H26〕 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２８年３月３１日 

事業の内容 関係機関・団体（医療・介護分野，県，市町村，有識者等）による検討会を設

置し，県内各地域のネットワーク（院内情報システム，病院間連携システム，

医療・介護連携システム等）の整備状況調査や先進事例の調査研究を実施し，

地域の実情に応じたネットワークモデル(標準モデル)の確立に向けた課題の検

討を行う。〔H26,27〕 

 また，ネットワーク構築や電子カルテシステム等の整備に対して補助を行い，

急性期から在宅医療・介護までの機能分化及び連携の推進や，地域包括ケアシ

ステムの構築に寄与するような ICT を活用した情報共有基盤整備を促進する。

〔H26〕 

事業に要す

る費用の額 

金額 

 

総事業費 88,020(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 (千円) 

基金 国 31,977(千円) 民 31,977 

(千円) 

 

都道

府県 

15,988(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

2,160(千円) 

その他 40,055(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：43,105(千円) 

平成 27 年度： 4,860(千円)  
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３．計画に基づき実施する事業            ⑥ 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 地域在宅歯科医療推進室整備事業 

 

【総事業費】 

16,334 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

鹿児島，南薩，川薩，出水，姶良・伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美 

 

事業の実施

主体 

鹿児島県歯科医師会（市郡歯科医師会） 

 

事業の目標 ・地域在宅歯科医療推進室設置数 ５カ所 

・地域在宅歯科医療推進室の年間相談及び在宅歯科医療活動 

件数 240 件（1 推進室あたり） 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２９年３月３１日 

事業の内容 各地域における在宅歯科診療を促進するため，在宅歯科医療拠点（在

宅歯科医療推進室）整備のあり方等に関する関係機関との協議・検討や，

県内５つの地域に在宅歯科医療推進室設置及び在宅歯科診療機材整備を

行う。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 16,334(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 (千円) 

基金 国 5,445(千円) 

民 5,445(千円) 

都道

府県 

2,722(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

(千円) 

その他 8,167(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：2,189(千円) 

平成 27 年度：1,900(千円) 

平成 28 年度：4,078(千円) 

  



21 

 

３．計画に基づき実施する事業            ⑦ 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 在宅歯科医療連携室整備事業 【総事業費】 

9,722 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

鹿児島，南薩，川薩，出水，姶良・伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美 

 

事業の実施

主体 

鹿児島県（鹿児島県歯科医師会へ委託） 

 

事業の目標 ・在宅歯科医療連携室設置数 １カ所 

・在宅歯科医療推進室の年間在宅歯科医療相談件数  240 件 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２９年３月３１日 

事業の内容 在宅歯科医療の推進体制を整備するため，在宅歯科医療連携室（県歯

科医師会内）を設置し，医師会や多職種との連携体制構築を図り，在宅

歯科医療希望者の歯科診療所の紹介，在宅歯科医療等に関する相談・支

援を行う。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費    9,722(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 (千円) 

基金 国 6,481(千円) 

民 6,481(千円) 

都道

府県 

 3,241(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

6,481(千円) 

その他 (千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：1,372 (千円)  

平成 27 年度：4,175 (千円)     

平成 28 年度：4,175 (千円） 
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３．計画に基づき実施する事業            ⑧ 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 小児在宅医療推進事業 

 

【総事業費】 

12,306千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

鹿児島，南薩，川薩，出水，姶良・伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美 

 

事業の実施

主体 

鹿児島県 

事業の目標 ・医療・保健・福祉等関係機関による実務者検討会及び推進会議を開催

し，本県の小児在宅医療の課題や対策を検討する。 

・モデル事業により検討会及び研修会を開催し，地域の受入環境づくり

を促進する。 

・調査事業による状況把握 

・推進会議やモデル事業の結果を参考に，実際，小児在宅医療の連携体

制づくりに関する取組を実施する地域及び事業者数を増加させる。 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２９年３月３１日                   

事業の内容 医療ニーズの高い小児が，地域で安心して在宅療養できる環境づくり

を推進するため，小児在宅医療の現状調査や，小児在宅医療関係者によ

る連携推進会議等を開催する。また，小児の在宅療養を支援するための

コーディネーターの設置等を行うモデル事業を実施する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 12,306(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 1,684(千円) 

基金 国 8,204(千円) 民 6,520(千円) 

都道

府県 

4,102(千円) 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

6,520(千円) 

その他 (千円) 

備考（注４） 平成 26 年度： 553(千円) 

平成 27 年度：3,871 (千円) 

平成 28 年度：7,882 (千円) 
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３．計画に基づき実施する事業            ⑨ 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 在宅歯科医療人材育成事業 【総事業費】 

9,493 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

鹿児島，南薩，川薩，出水，姶良・伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美 

 

事業の実施

主体 

鹿児島県（鹿児島県歯科医師会へ委託） 

 

事業の目標 ・研修会参加歯科医療機関数 580 

・在宅療養支援歯科診療所の数 84 →104 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２９年３月３１日 

                     

事業の内容 在宅歯科医療や高齢者の誤嚥性肺炎や窒息などを引き起こす要因とな

る摂食・嚥下機能障害への指導・リハビリに対応できる歯科医師，歯科

衛生士を育成するための研修会を開催する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 9,493(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 (千円) 

基金 国 6,329(千円) 民 6,329(千円) 

都道

府県 

3,164(千円) 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

6,329(千円) 

その他 (千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：1,050(千円) 

平成 27 年度：4,278 (千円) 

平成 28 年度：4,165 (千円） 
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３．計画に基づき実施する事業            ⑩ 

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 産科医療体制確保支援事業 

 

【総事業費】 

26,076 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

南薩，川薩，出水，姶良・伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美 

 

事業の実施

主体 

市町村 

 

事業の目標 ・産科医療体制の確保のための取組を行う市町村（地域）数を増加させ

る。（２か所に対し支援を実施） 

・県内の出生千人当たりの産科医数の維持（H26：9.2 人） 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日 

事業の内容 地域で安心して出産できる環境を整備するため，市町村が実施する新

たに産科医等を確保するために必要な事業に要する経費等（産科医等の

給与・手当・赴任費用・技術研修費や，他の医療機関からの産科医等の派

遣・出向に係る経費）を助成する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 26,076(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 8,692(千円) 

基金 国 8,692(千円) 

都道

府県 

4,346(千円) 民 (千円) 

 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

(千円) 

その他 13,038(千円) 

備考（注４） 平成 27 年度：5,269 (千円) 

平成 28 年度：7,769 (千円) 
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３．計画に基づき実施する事業            ⑪ 

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 離島・へき地医療視察支援事業 【総事業費】 

190 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

鹿児島，南薩，川薩，出水，姶良・伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美 

 

事業の実施

主体 

鹿児島県 

 

事業の目標 県外在住医師の U・I・J ターンの促進や県内本土から離島・へき地等

への誘導，定年退職を迎える医師の活用を図るため，離島・へき地での

勤務に対する不安を解消することにより，離島・へき地への就業を促進

する。 

○医師確保に関する目標 

目標項目 現状値 目標値（達成時期） 

医師数 4,135 人（平成 22 年） 4,461 人（平成 29 年） 
 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２７年３月３１日 

事業の内容 将来，県内の離島・へき地の医療機関等での勤務を希望する医師及び

その家族に対し，現地を視察のための旅費を支給する。 

 

 

業に要する

費用の額 

金額 総事業費 190(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 126(千円) 

基金 国 127(千円) 

都道

府県 

63(千円) 民 (千円) 

 

うち受託事業等（

再掲）（注３） 

(千円) 

 

その他 (千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：190(千円)  
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３．計画に基づき実施する事業            ⑫ 

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 看護職員県内就業促進事業 【総事業費】

2,728 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

鹿児島，南薩，川薩，出水，姶良・伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美 

 

事業の実施

主体 

鹿児島県（一部鹿児島県看護協会へ委託） 

 

事業の目標 U・I ターン者を含めた再就業者の現状を把握した上で，県内医療機関

等への看護職員の就業を促進するための今後の取組について検討する。    

また，看護師等養成所に所属する専任教員の資質の向上及び医療現場

と看護基礎教育の乖離の解消を図り，質の高い看護師等の養成及び早期

離職防止を図る。 

・県内医療機関，看護師等学校養成所を通じた状況調査により県外就業につな

がっている状況等を明らかにする。 

・病院看護部長と看護師等養成所教員による視察や検討会の中でお互いの課題

を明らかにし，質の高い看護教育の実践につなぐ。 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２９年３月３１日 

事業の内容 質の高い看護職員を養成し，県内医療機関等への就業を促進するため，

以下の事業を実施する。 

(1) 看護職員確保対策検討会 

(2) 看護教育の質の向上研修会 

ア 看護教育の質の向上研修検討委員会 

イ 看護教育の質の向上研修会に係る関係機関視察 

ウ 看護教育の質の向上研修会 

(3) 県外からのＵターン者，Ｉターン者の実態把握（平成 26 年度のみ） 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 2,728(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 169(千円) 

基金 国 1,819(千円) 民 1,650(千円) 

都道

府県 

909(千円) うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

1,650(千円) その他 (千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：  507(千円) 

平成 27 年度：1,037 (千円) 

平成 28 年度：1,184 (千円) 
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３．計画に基づき実施する事業            ⑬ 

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 看護職員就業相談事業 

 

【総事業費】 

4,753 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

南薩，川薩，出水，姶良・伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美 

 

事業の実施

主体 

鹿児島県（鹿児島県看護協会へ委託） 

 

事業の目標 看護職員自身によるきめ細やかで専門的な就労支援を行うナースセン

ターと全国にネットワークや情報量を持ち，認知度も高いハローワーク

が密接に連携して地域の施設や看護の状況に即した就業相談を実施する

ことにより，地域偏在の改善を促進し，さらなる看護職員の確保・定着

を図る。 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２９年３月３１日           

事業の内容 南薩，川薩，出水，姶良伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美の区域でハロー

ワークと連携した看護職員による就業相談を実施する。 

 ・各地区のリーダー的な相談員の養成 

 ・医療機関等関係機関との調整 

 ・相談事業の実施 

 ・相談員の育成 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 4,753(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 (千円) 

基金 国 3,169(千円) 民 3,169(千円) 

  

都道

府県 

1,584(千円) 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

3,169(千円) 

その他 (千円) 

備考（注４） 平成 26 年度： 751(千円) 

平成 27 年度：2,001 (千円) 

平成 28 年度：2,001 (千円) 
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３．計画に基づき実施する事業            ⑭ 

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 地域における訪問看護職等人材育成支援事業 

 

【総事業費】 

13,825千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

鹿児島，南薩，川薩，出水，姶良・伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美 

 

事業の実施

主体 

鹿児島県（鹿児島大学病院へ委託） 

 

事業の目標    鹿児島大学病院の看護師が離島・へき地に出向き，地域の看護職員等

の資質向上や退院支援調整機能の強化，人材の確保や育成等を支援する

ことにより，在宅療養提供体制の充実を図ることを目的とする。 

・訪問看護ステーションや市町村等が鹿児島大学病院の看護師の派遣シ 

ステムを活用し，在宅医療・介護連携の体制づくりを推進し，派遣の 

拡充，派遣件数の増加を図る。 

・地域の医療・介護関係者や行政職員等による多職種が連携した退院前

カンファレンスの実施件数を増加させる。（H25：16 件→H28：32 件） 

・訪問看護ステーション利用実人員を増加させる。（H22：7.2 人→H28：

11.4 人） 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２９年３月３１日 

事業の内容 地域の訪問看護職等の資質向上等を図るため，鹿児島大学病院の「地

域看護コース研修」修了看護師を各地域に派遣し，医療ニーズの高い在

宅療養者の事例検討会での支援や，離島・へき地の看護職員を対象にし

た実地技術指導等を実施する。 

(1)  在宅療養者の事例検討会での支援（多職種合同事例検討会での支援） 

(2) 看護師派遣による訪問看護等技術支援（３日～２週間の現地技術支援） 

(3)  地域で働く看護職員の研修会等出席期間中における代替え看護師

としての派遣 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 13,825(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 9,217(千円) 

基金 国 9,217(千円) 

民 (千円) 

都道

府県 

4,608(千円) うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

(千円) その他 (千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：2,940(千円) 

平成 27 年度：7,709(千円) 

平成 28 年度：3,176(千円) 
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３．計画に基づき実施する事業            ⑮ 

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 医科歯科連携推進事業 【総事業費】 

9,833 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

鹿児島，南薩，川薩，出水，姶良・伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美 

 

事業の実施

主体 

鹿児島県 

 

事業の目標 ・医療機関における医科歯科連携口腔ケア推進研修会の実施医療機関数 

10 医療機関 

・研修会を実施したすべての医療機関で医科歯科連携による歯科治療や

口腔ケアに取り組む 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２９年３月３１日 

事業の内容 県及び地域において医科歯科連携を推進するため，医師会，歯科医師

会等と検討会を実施する。 

また，糖尿病や脳卒中，がん患者等への医科・歯科連携によるチーム

医療を推進するため，医師やコメディカルスタッフ等を対象に，糖尿病

と歯周病治療や口腔ケアと誤嚥性肺炎の予防や口腔ケア実技などに関す

る研修会やがん治療における医科歯科連携講習会の開催及び県民向け普

及啓発媒体等を作成する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 9,833(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 4,623(千円) 

基金 国 6,555(千円) 

都道

府県 

3,278(千円) 民 1,932(千円) 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

1,932(千円) 

その他 (千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：  677(千円)  

平成 27 年度：4,450(千円) 

平成 28 年度：4,706(千円) 
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３．計画に基づき実施する事業            ⑯ 

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 薬剤師復職支援事業 

 

【総事業費】 

6,568 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

鹿児島，南薩，川薩，出水，姶良・伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美 

 

事業の実施

主体 

鹿児島県（鹿児島県薬剤師会に委託） 

事業の目標 ・復職支援プログラムを履修する薬剤師数（１００人） 

・復職支援プログラムを履修した薬剤師のうち，実際に復職した薬剤師

数（６０人） 

 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２９年３月３１日 

事業の内容 薬剤師不足に対応して，未就業薬剤師の円滑な復職を促進するため，

病院・薬局と連携した薬剤師の復職支援プログラムを作成し，薬剤師が

医療現場に復帰できる体制を整備する。 

・復職支援プログラムの作成 

・地域薬剤師会における病院・薬局等を対象とした説明会の開催 

・未就業薬剤師へ情報提供するためのホームページ等の整備 

・各種研修会等の案内及び参加費用の支援 

・各種情報提供用資材（DVD，資料集等）の作成・配布 

・受け入れ病院・薬局への復職支援費用の支給 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 6,568(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 (千円) 

基金 国 4,379(千円) 民 4,379(千円) 

都道

府県 

2,189(千円) うち受託事業等

（再掲）（注３） 

4,379(千円) 
その他 (千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：  506(千円) 

平成 27 年度：3,031(千円) 

平成 28 年度：3,031(千円)  
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３．計画に基づき実施する事業            ⑰ 

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 看護師等養成力強化事業 【総事業費】 

29,224千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

鹿児島，川薩，出水，姶良・伊佐，肝属，奄美 

 

事業の実施

主体 

学校法人，社会福祉法人，医療法人，一般社団法人 

事業の目標 看護職員の確保・定着及び質の高い看護の提供につなげるために，看護

学生の教育環境の充実を図る。 

 

 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２７年３月３１日 

 

事業の内容 看護師等養成所の運営に関する指導要領に掲げる機械器具等の購入に

補助する。 

   補助基準額   １課程あたり 10,000 千円 

26 年度計画  ６か所 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 29,224(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 (千円) 

基金 国 9,709(千円) 民 9,709 

(千円) 都道

府県 

4,854(千円) 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

(千円) 

 

その他 14,661(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：14,563(千円) 
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３．計画に基づき実施する事業            ⑱ 

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 看護職員研修体制整備事業 【総事業費】 

6,898 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

鹿児島，南薩，川薩，出水，姶良・伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美 

 

事業の実施

主体 

鹿児島県 

 

事業の目標 保健医療圏毎に，圏域内の看護職員の研修拠点となる医療機関をおき，

地域の実情に応じた看護職員の資質向上及び離職防止，潜在看護職員の

就業促進を図る。 

・自施設の中堅期看護職員の研修参加者の増加 

・小規模病院など，単独での研修の企画・実施が難しい医療機関に勤務

する看護職員の研修参加者の増加 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２８年３月３１日 

事業の内容 施設内で看護職員の教育研修体制について企画及び実施等を担う職員

を配置し，職員への人件費及び研修の開催，備品購入等に必要な諸経費

の補助を行う。 

（看護職員の教育・研修の内容） 

・ 自施設における中堅期の看護職員を対象とした研修 

・ 同医療圏域内で自施設での研修の企画・実施が難しい中小規模の医

療機関に勤務する看護職員を受け入れる研修 

・ 潜在看護職員を対象とした研修 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 6,898(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 2,000(千円) 

基金 国 2,176(千円) 

民 176(千円) 

都道

府県 

1,087(千円) 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

(千円) 

その他 3,635(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：1,150(千円) 

平成 27 年度：2,113(千円) 
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３．計画に基づき実施する事業            ⑲ 

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 歯科衛生士養成所施設設備整備事業 

 

【総事業費】 

29,220 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

鹿児島，南薩，川薩，出水，姶良・伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美 

事業の実施

主体 

鹿児島県歯科医師会 

 

事業の目標 歯科衛生士の教育内容の充実を図り，質の高い医療を提供できる人材を

育成する。 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２７年３月３１日 

事業の内容 医療技術の高度化に対応した歯科医療機器等の整備や施設・設備の整

備に要する経費を助成する。 

① 歯科用ユニット 

② X 線室整備費用 等 

 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費 29,220(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 (千円) 

基金 国 9,740(千円) 民 9,740(千円) 

都道

府県 

4,870(千円) 

うち受託事業等（再

掲）（注３） 

(千円) 

 

その他 14,610(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：14,610(千円) 
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３．計画に基づき実施する事業            ⑳ 

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 地域リハビリテーション人材育成支援事業 

 

【総事業費】 

2,490 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

鹿児島，南薩，川薩，出水，姶良・伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美 

事業の実施

主体 

公益社団法人鹿児島県理学療法士協会 

事業の目標 ・地域リハビリテーションを担う訪問リハビリテーションに従事する専

門職数を現状の 27名から 108名に増加させることで，在宅医療提供体

制の環境整備が図られるほか，リハ専門職の増加により地域ケア会議

への介入件数も増加させる。 

・リハ専門職の増加に伴う受け皿の拡充により，訪問リハビリテーショ

ン利用実人員を増加させ，退院前支援による在宅療養者を増加させる。 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２９年３月３１日 

事業の内容 地域における急性期から生活期にいたるまでの各ステージに応じたリ

ハビリテーションの充実を図るため，リハビリテーション専門職を対象

とした多様なニーズに対応できる知識・技術を習得するための研修会の

開催等を行い，在宅医療に向けたリハビリテーション専門職の人材育成

を行う。  

①  訪問リハビリテーション専門職（理学療法士，作業療法士，言語 

聴覚士）の人材育成と資質向上 

②  地域ケア会議での地域リハビリテーションの視点からの助言者

となるようリハビリテーション専門職の人材育成と資質向上 

③  在宅医療福祉関係者への介護技術習得のための研修 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 2490(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 (千円) 

基金 国 830(千円) 民 830(千円) 

都道

府県 

415(千円) 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

(千円) 

その他 1,245(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：203(千円) 

平成 27 年度：521(千円) 

平成 28 年度：521(千円) 
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３．計画に基づき実施する事業            ㉑ 
事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 在宅歯科診療設備整備事業 【総事業費】 

 1,810 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

鹿児島，南薩，川薩，出水，姶良・伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美 

 

事業の実施

主体 

事業者 

 

事業の目標 年間３００日程度の利用を想定した在宅歯科診療機器を２台整備し，

高齢者，寝たきり者等に対する在宅歯科診療の受診機会の増加を図る。 

 

 

 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

事業の内容  高齢者，寝たきり者等の歯科医療を確保するため，在宅歯科診療を行

う歯科医師の在宅歯科診療機器整備に対して補助を行う。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 1,810(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 (千円) 

基金 国 804(千円) 民 804(千円) 

都道

府県 

 402(千円) 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

(千円) 

 

その他  604(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：1,206(千円)  
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３．計画に基づき実施する事業            ㉒ 

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 新人看護職員卒後研修事業 

 

【総事業費】 

97,774 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

鹿児島，南薩，川薩，出水，姶良・伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美 

 

事業の実施

主体 

鹿児島県（一部鹿児島県看護協会へ委託） 

 

事業の目標 県内卒後研修体制を整備することにより，新人看護師等の不安解消，

離職防止を図るとともに，質の高い看護の提供により，医療安全の確保

に資する。 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

事業の内容 (１) 教育指導者研修事業（イ，ウは鹿児島県看護協会に委託） 

ア 卒後研修検討会（委員構成１２名）  

イ 教育担当者研修会 ３日間研修（定員 120 人） 

ウ 実地指導者研修会 ３日間研修（定員 120 人×２回） 

 (２) 多施設合同研修事業（鹿児島県看護協会に委託） 

基本的臨床実践能力を獲得するための研修 

（３) 新人看護職員卒後研修事業 

   ア 新人看護職員研修事業 

教育責任者の配置や新人看護職員数に応じた教育担当者の配置に

必要な経費等を支援。 

イ 医療機関受入研修事業 

地域の中核的な医療機関に対し，受け入れ新人看護職員数に応じ

た必要経費等を支援。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 97,774(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 54(千円) 

基金 国 17,149(千円) 民 17,095(千円) 

都道

府県 

8,575(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

17,095(千円) 

その他 72,050(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：25,724(千円) 
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３．計画に基づき実施する事業            ㉓ 

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 看護職員の能力向上対策研修事業 

 

【総事業費】 

603 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

鹿児島，南薩，川薩，出水，姶良・伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美 

 

事業の実施

主体 

鹿児島県（鹿児島県看護協会へ委託） 

 

事業の目標 中堅期の看護職員に対し，県内の疾病状況等を踏まえた特定の分野の

看護技術についての能力向上を目的とした研修を行い，医療機関に所属

する看護職員の専門分野における知識・技術の向上を図る。 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

事業の内容 （１）糖尿病臨床技能向上研修 

・対象者：糖尿病関連の病棟または外来に勤務しており，糖尿病看護に

携わっている実務経験５年以上の看護師 

・内 容：糖尿病患者及び家族の理解，支援技術演習等（講義，演習） 

 

（２）脳卒中リハビリテーション看護研修 

・対象者：脳卒中リハビリテーション看護に携わっている実務経験５

年以上の看護師 

・内 容：脳卒中リハビリテーション看護の理解，支援技術等（講義，

演習） 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 603(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公  (千円) 

基金 国 402(千円) 民 402(千円) 

 都道

府県 

201(千円) 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

402(千円) 

その他 (千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：603(千円) 
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３．計画に基づき実施する事業            ㉔ 

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 実習指導者講習会事業 

 

【総事業費】 

2,124 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

鹿児島，南薩，川薩，出水，姶良・伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美 

 

事業の実施

主体 

鹿児島県（鹿児島県看護協会へ委託） 

 

事業の目標 看護師等養成所の実習施設において，実習指導者講習会修了者の配置

を推進し，効果的な実習指導に必要な知識・技術を持つ実習指導者が看

護師等養成所の学生指導に携わることによる看護基礎教育の質の向上を

図る。 

 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

 

事業の内容 看護師等養成所の実習施設における実習指導者等に対して，看護教育

における実習の意義及び実習指導者としての役割を理解し，効果的な実

習指導ができるよう必要な知識・技術を修得させるため，計８週間（２

４０時間）の講習会を開催し，実習指導者に必要な知識・技術の講習を

行う。 

 

 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 2,124 (千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 (千円) 

民 1,416(千円) 

基金 国 1,416(千円) 

都道

府県 

708(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

1,416(千円) 

その他 (千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：2,124(千円)  
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３．計画に基づき実施する事業            ㉕ 

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 病院内保育所運営費補助事業 【総事業費】 

646,177 千

円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

鹿児島，南薩，川薩，出水，姶良・伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美 

 

事業の実施

主体 

社会福祉法人，医療法人，一般社団法人等 

事業の目標 院内に従事する職員の離職防止及び看護職員の再就業を促進する。 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

 

事業の内容 病院内に保育施設を有する施設に対し，保育所の運営費（保育士等の

人件費）を補助する。 

 

平成 26 年度：３７か所 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 646,177(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 (千円) 

基金 国 49,314(千円) 民 49,314 (千円) 

都道

府県 

 24,658 千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

(千円) 

その他  572,205(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：73,925 千円 

  



40 

 

３．計画に基づき実施する事業            ㉖ 

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 看護師等養成所運営費補助事業 【総事業費】 

2,814,821 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

鹿児島，川薩，出水，姶良・伊佐，奄美 

 

事業の実施

主体 

学校法人，社会福祉法人，医療法人，一般社団法人等 

 

事業の目標 法人が設置する養成所の運営に対し補助し，看護職員の確保，並びに看

護師等養成所における教育内容の充実・向上を図る。 

県内就業率の増加（現状値：54.9％ (H30)，目標値：60％（R5） 

事業の期間 平成２６年４月１日～令和２年３月３１日 

事業の内容 学校法人等が設置する養成所に対し，養成所の運営費を補助する。 

   養成所数 16 校（18 課程）H26 

        17 校（20 課程）H27～H30 

        17 校（19 課程）R1     

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費  2,814,821 

    (千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 9,423(千円) 

基金 国 289,110 (千円) 

    

都道

府県 

144,555 (千円) 

       

民 

 

 279,687 

 (千円) 

 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

(千円) 

その他  2,381,156 

 (千円) 

 

備考（注

４） 

平成 26 年度：264,226 (千円) 

平成 29 年度：39,364 (千円)  

令和元年度：130,075(千円) 
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３．計画に基づき実施する事業            ㉗ 

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 病院内保育所施設整備事業 【総事業費】 

12,274 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

鹿児島 

 

事業の実施

主体 

医療法人等 

 

事業の目標 病院内保育所を整備することにより，看護職員等の確保・定着を図る。 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

 

事業の内容  病院内保育所の新築費の一部を補助する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 12,274(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 (千円) 

基金 国 1,365(千円) 民 1,365(千円) 

都道

府県 

683(千円) 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

(千円) 

その他 10,226(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：2,048(千円)    
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３．計画に基づき実施する事業            ㉘ 

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 医師勤務環境改善等事業 

 

【総事業費】 

118,428 千

円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

鹿児島，南薩，川薩，出水，姶良・伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美 

 

事業の実施

主体 

鹿児島県 

事業の目標 医師不足の一因である勤務医の過重な負担を軽減するため，勤務環境

の改善に取り組むとともに，特に業務負担の多い勤務医等に対する支援

を行う。 

 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

事業の内容 ○産科医等確保支援事業 

 分娩を取り扱う病院，診療所及び助産所及び産科・産婦人科医師が減

少する現状に鑑み，地域でお産を支える産科医等に対し分娩取扱機関が

分娩手当を支給する場合に，その費用の一部を補助することにより，産

科医療機関及び産科医等の確保を図る。 

 

○新生児医療担当医確保支援事業 

 過酷な勤務状況にある新生児医療担当医の処遇を改善するため，出産

後 NICU に入る新生児を担当する医師に対して手当を支給する場合に，

その費用の一部を補助することにより，医師の確保を図る。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 118,428(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 1,237(千円) 

基金 国  15,066(千円) 

民 13,829(千円) 

都道

府県 

  7,534(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

(千円) 

その他   95,828(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：22,600 千円 
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３．計画に基づき実施する事業            ㉙ 

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 女性医師復職研修事業 【総事業費】 

600 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

鹿児島，南薩，川薩，出水，姶良・伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美 

 

事業の実施

主体 

鹿児島県 

事業の目標 年々増加している女性医師は，医療現場において欠かすことのできな

い貴重な担い手であり，出産や育児等にも配慮した女性医師が働きやす

い環境の整備は，医師確保の一環として重要であることから，現在離職

中の女性医師に対し復職研修を行うことで，女性医師の再就業につなげ

る。 

○医師確保に関する目標 

目標項目 現状値 目標値（達成時期） 

医師数 4,135 人（平成 22 年） 4,461 人（平成 29 年） 

○事業実績： 

年  度 H21 H25 H26 

人  数 １人 １人 １人 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

事業の内容 現在離職中で，県内の医療機関で復職を希望する女性医師を対象に，

県が復職研修を行う病院に委託して再就業のための研修を実施する。 

 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 600(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 (千円) 

基金 国     400(千円) 民 400(千円) 

都道

府県 

    200(千円) うち受託事業等

（再掲）（注３） 

400(千円) 

 
その他 (千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：600(千円) 
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３．計画に基づき実施する事業            ㉚ 

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 小児救急医療拠点病院運営費補助事業 【総事業費】 

77,833 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

鹿児島，南薩 

事業の実施

主体 

鹿児島県 

 

事業の目標 二次医療圏単位での小児救急医療体制の確保が困難な地域において，

複数の二次医療圏を対象に小児救急医療拠点病院を整備し，休日及び夜

間における入院治療を必要とする小児の重症救急患者の医療を確保す

る。 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

 

事業の内容 休日・夜間の小児救急医療に対応する「小児救急医療拠点病院」とし

て鹿児島市立病院を指定し，鹿児島，南薩二次医療圏を対象に，休日及

び夜間における小児の重症救急患者の医療を確保するため，医師，看護

師等の給与費など運営に必要な経費を助成する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 77,833(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公     26,297(千円) 

基金 国 26,297(千円) 

都道

府県 

13,149(千円) 民 (千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

(千円) 

その他 38,387(千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：39,446(千円) 
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３．計画に基づき実施する事業            ㉛ 

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 小児救急電話相談事業. 

 

【総事業費】 

9,465 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

鹿児島，南薩，川薩，出水，姶良・伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美 

 

事業の実施

主体 

鹿児島県（鹿児島県医師会へ委託） 

 

事業の目標 夜間における小児科への患者集中の緩和や，保護者等の不安の軽減を

図り，適切な医療を提供するとともに，安心して子どもを産み育てられ

る地域社会を形成する。 

事業の期間 平成２６年４月１日～令和６年３月３１日 

 

事業の内容 県内全域を対象とした小児患者に関する電話相談事業を鹿児島県医師

会への業務委託により実施する。 

相談時間は，午後７時～午後１１時までで，毎日１名の相談員が対応

し，医師の助言が必要な事案等については，小児科医が支援を行う。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費    9,465(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 (千円) 

基金 国   6,310(千円) 民     

6,310(千円) 都道

府県 

    3,155(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

2,834(千円) 

その他 (千円) 

備考（注４） 平成 26 年度：8,500(千円) 

令和７年度：965（千円）（受託額未定） 
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３．計画に基づき実施する事業            ㉜ 

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 看護職員修学資金貸与事業 

 

【総事業費】 

57,336 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

鹿児島，南薩，川薩，出水，姶良・伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美 

 

事業の実施

主体 

県 

事業の目標 看護職員の確保と定着を図る。 

また，鹿児島市に看護職員が集中している現状に鑑み，地域偏在の解

消を図る。 

 （目標：県内就業率の増加（現状値 49.9％(H23)，目標値 60％(H29)）） 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

事業の内容 県内の看護職員の確保が困難な施設等において，将来看護職員として

就業しようとする看護師等養成所に在学する学生，生徒に対して修学資

金を貸与する。 

また，県内（鹿児島市を除く）の看護職員の確保が困難な施設等に将

来看護師又は助産師として就業しようとする看護師等養成所に在学する

学生，生徒に対して看護職員特別修学資金を貸与する。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 57,336 (千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 (千円) 

基金 国   

38,224(千円) 

民 38,224 (千円) 

 

都道

府県 

 19,112(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

(千円) 

その他 (千円) 

備考（注４） 平成 28 年度： 57,336 千円 
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３．計画に基づき実施する事業            ㉝ 

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 離職看護師等のナースセンター登録促進事業 【総事業費】 

2,955 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

鹿児島，南薩，川薩，出水，姶良・伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美 

 

事業の実施

主体 

県（鹿児島県看護協会に委託） 

事業の目標 離職した看護師等の潜在化を予防し，効果的な復職支援につなげるこ

とにより，さらなる看護職員の確保を図る。 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

事業の内容 医療機関等を退職する看護職員にナースセンターへの登録を促し，ナ

ースセンターが離職後も求職者になる前の段階から一定の「つながり」

を確保することにより，効果的に復職を支援する。 

・登録用パンフレットの作成 

・医療機関等への配付，登録への声かけ 

・ナースセンターへの登録 

・ナースセンター相談員によるニーズ確認，情報提供 等 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費 2,955(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

 

公 (千円) 

基金 国 1,970(千円) 民 1,970(千円) 

都道

府県 

985(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

1,970(千円) 

その他 (千円) 

備考（注４） 平成 28 年度：2,955(千円) 
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３．計画に基づき実施する事業            ㉞ 

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 緊急医師確保対策事業 【総事業費】 

60,570 千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

鹿児島，南薩，川薩，出水，姶良・伊佐，曽於，肝属，熊毛，奄美 

 

事業の実施

主体 

県 

事業の目標  鹿児島大学医学部に地域枠制度で入学した医学生に対して，医師修学

資金を貸与することにより，県内の離島・へき地の医療機関等に勤務す

る医師を確保する。 

事業の期間 平成２９年４月１日～令和８年３月３１日 

事業の内容 １ 大学卒業後，県内のへき地医療機関等に勤務しようとする鹿児島大

学医学生に対する修学資金の貸与を行う。 

２ 地域枠修学生を対象とする，へき地，国保診療所，離島所在公立病

院等における研修の実施 

３ 県ホームページや県広報媒体等の有効活用，本県での就業を希望す

る医師へのアプローチなど，多様な方法による積極的な医師募集活動

による県外在住医師等のＵ・Ｉターンの促進 

４ 現在離職中の女性医師の再就業を支援するための復職に向けた研修

の実施 

５ 県内の離島・へき地の医療機関等での勤務を希望する医師の現地視

察の実施 

６ 鹿児島大学との連携による，産科医が不足する県立病院をはじめと

する地域の中核的な病院等への産科医派遣 

７ 県内の基幹型臨床研修病院間の連携強化を図り，初期臨床研修医確

保対策を推進することを目的とした「鹿児島県初期臨床研修連絡協議

会」の運営費の一部負担 

８ 小児科，産科（産婦人科），麻酔科，救急科，総合診療科において，

初期臨床研修後，引き続き各学会の指定（認定）病院等で専門医とな

ることを目指して研修を受ける者に対する研修奨励金の支給 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費  

60,570(千円) 

 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

公  

40,380 (千円) 

基金 国  民 (千円) 
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40,380 (千円) 

 

（注２） 

 

      

都道

府県 

 

20,190 (千円) 

 
うち受託事業等 

（再掲）（注３） 

(千円) 
その他 (千円) 

備考（注４） 平成 29 年度： 60,000(千円) 

令和 7 年度：570(千円) 

 

 


